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(57)【要約】
【課題】プラグインハイブリッド車において、モータジ
ェネレータ１６単独で車両を走行させるＥＶモードから
、エンジン１２をも利用するハイブリッドモードへの切
り替えまでに走行可能な距離を十分に長くすることがで
きないこと。
【解決手段】モータジェネレータ１６は、インバータ２
２を介して高電圧バッテリ２６に接続されている。高電
圧バッテリ２６の状態は、制御装置４０によって定量化
される。制御装置４０では、特に、高電圧バッテリ２６
の劣化状態として内部抵抗Ｒを定量化する。そして内部
抵抗に基づき、現在よりも小さいＳＯＣにおいて高電圧
バッテリ２４から所定の電力を出力した際の高電圧バッ
テリ２４の端子電圧が下限電圧となる際のＳＯＣをＳＯ
Ｃの下限充電率として、これに基づきハイブリッドモー
ドへの切り替えの閾値を設定する。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車載主機としての回転機と、該回転機に電力を供給する２次電池とを備える車両に適用
され、前記２次電池の状態を定量化する車載２次電池の状態定量化装置において、
　車両の走行のための電力を前記２次電池によって供給可能な前記２次電池の充電率の下
限値を、前記２次電池の劣化が進行するほど上昇させる上昇手段を備えることを特徴とす
る車載２次電池の状態定量化装置。
【請求項２】
　前記充電率の下限値は、前記車両の駆動力を前記回転機単独で生成することで車両の走
行性能を保証するための下限値であることを特徴とする請求項１記載の車載２次電池の状
態定量化装置。
【請求項３】
　車載主機としての回転機と、該回転機に電力を供給する２次電池とを備える車両に適用
され、前記２次電池の状態を定量化する車載２次電池の状態定量化装置において、
　車両の走行のための電力を前記２次電池によって供給可能な前記２次電池の充電率の下
限値を、前記２次電池の温度に応じて可変設定する可変手段を備えることを特徴とする車
載２次電池の状態定量化装置。
【請求項４】
　前記２次電池の実際の充電率が前記下限値となった場合にその旨を外部に通知する通知
手段を備えることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の車載２次電池の状態
定量化装置。
【請求項５】
　前記通知手段は、前記充電率の下限値に対する実際の充電率の上回り度合いを外部に通
知することを特徴とする請求項４記載の車載２次電池の状態定量化装置。
【請求項６】
　前記上昇手段は、前記２次電池の劣化状態に基づき、前記車両の走行のために要求され
る電力を前記２次電池によって供給することが可能な前記２次電池の充電率の下限値を算
出する算出手段を備えることを特徴とする請求項１または２記載の車載２次電池の状態定
量化装置。
【請求項７】
　前記算出手段は、前記２次電池の充電率として現在の充電率よりも小さい充電率におい
て前記２次電池を放電させた場合の前記２次電池の状態をシミュレートすることで前記下
限値を算出することを特徴とする請求項６記載の車載２次電池の状態定量化装置。
【請求項８】
　前記算出手段は、前記２次電池の充電率として複数通りの値のそれぞれについて前記２
次電池を放電させた場合の前記２次電池の状態をシミュレートすることで前記下限値を算
出することを特徴とする請求項７記載の車載２次電池の状態定量化装置。
【請求項９】
　車載主機としての回転機と、該回転機に電力を供給する２次電池とを備える車両に適用
され、前記２次電池の状態を定量化する車載２次電池の状態定量化装置において、
　前記２次電池の劣化状態に基づき、前記２次電池の充電率として現在の充電率とは相違
する充電率を仮設定して前記２次電池を充放電した場合の前記２次電池の状態をシミュレ
ートすることで、前記車両の走行のために要求される前記２次電池の充電率の閾値を算出
する算出手段を備えることを特徴とする車載２次電池の状態定量化装置。
【請求項１０】
　前記閾値は、車両の走行のための電力を前記２次電池によって供給可能な前記２次電池
の充電率の下限値であることを特徴とする請求項９記載の車載２次電池の状態定量化装置
。
【請求項１１】
　前記２次電池の放電時の許容下限電圧を設定する設定手段をさらに備え、
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　前記算出手段は、前記要求される電力を前記２次電池によって供給する際の前記２次電
池の端子電圧が前記許容下限電圧以上となる充電率の最小値を算出することを特徴とする
請求項６～８，１０のいずれか１項に記載の車載２次電池の状態定量化装置。
【請求項１２】
　前記２次電池の内部抵抗値を所定周期で推定する推定手段を備え、
　前記算出手段は、前記２次電池の劣化状態を示すパラメータとしての前記２次電池の内
部抵抗値を入力とし、前記要求される電力を前記２次電池によって供給することが可能な
前記２次電池の充電率の下限値を算出することを特徴とする請求項６～８，１０，１１の
いずれか１項に記載の車載２次電池の状態定量化装置。
【請求項１３】
　前記車両は、車載主機として前記回転機のみを備えるものであり、
　前記要求される電力とは、前記車両が所定の加速性能を満たすために前記回転機に供給
することが要求される電力であることを特徴とする請求項６～８，１０～１２のいずれか
１項に記載の車載２次電池の状態定量化装置。
【請求項１４】
　前記算出手段は、前記２次電池の現在の温度に基づき前記下限値を算出することを特徴
とする請求項１３記載の車載２次電池の状態定量化装置。
【請求項１５】
　前記車両は、車載主機として前記回転機に加えて内燃機関を備えるものであり、
　前記要求される電力とは、前記回転機の動力によって前記内燃機関を起動させるために
前記回転機に供給することが要求される電力であることを特徴とする請求項６～８，１０
～１２のいずれか１項に記載の車載２次電池の状態定量化装置。
【請求項１６】
　前記算出手段は、前記２次電池の温度として想定される最低温度に基づき前記下限値を
算出することを特徴とする請求項１５記載の車載２次電池の状態定量化装置。
【請求項１７】
　前記車両の駆動力を前記回転機単独で生成することで車両の走行性能を保証するための
充電率の下限値を、前記回転機に要求される電力を前記２次電池によって供給することが
可能な前記２次電池の充電率の下限値よりも所定のエネルギ量だけ多い充電率として算出
する手段をさらに備えることを特徴とする請求項１５または１６記載の車載２次電池の状
態定量化装置。
【請求項１８】
　前記２次電池の開放端電圧と充電率との関係を定める関係設定手段と、
　前記２次電池の所定期間における充放電に伴う前記２次電池の充放電電荷総量を算出す
る手段と、
　前記所定期間における充放電に伴う前記２次電池の開放端電圧の変化量から前記関係設
定手段によって定められる前記関係に基づき前記充電率の変化量を算出する手段と、
　前記充電率の変化量と前記充放電電荷総量とに基づき前記２次電池の満充電電荷量を算
出する手段とを備え、
　前記所定のエネルギ量だけ多い充電率の算出に際して、前記満充電電荷量の算出値を用
いることを特徴とする請求項１７記載の車載２次電池の状態定量化装置。
【請求項１９】
　前記車両の走行のために要求される電力を前記２次電池によって供給することが可能な
前記２次電池の充電率の下限値は、前記車両の走行のために前記回転機に要求される電力
を規定時間に渡り前記２次電池によって供給することが可能な前記２次電池の充電率の下
限値であることを特徴とする請求項６～８，１０～１８のいずれか１項に記載の車載２次
電池の状態定量化装置。
【請求項２０】
　前記２次電池の実際の充電率が前記要求される電力を前記２次電池によって供給するこ
とが可能な前記２次電池の充電率の下限値となった場合にその旨を外部に通知する通知手
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段をさらに備えることを特徴とする請求項６～８，１０～１９のいずれか１項に記載の車
載２次電池の状態定量化装置。
【請求項２１】
　前記通知手段は、前記要求される電力を前記２次電池によって供給することが可能な前
記２次電池の充電率の下限値に対する実際の充電率の上回り度合いを通知する通知手段を
備えることを特徴とする請求項２０記載の車載２次電池の状態定量化装置。
【請求項２２】
　前記車両の駆動力を前記回転機単独で生成することで車両の走行性能を保証するための
充電率の下限値に対する実際の充電率の上回り度合いを通知する通知手段を備えることを
特徴とする請求項１７記載の車載２次電池の状態定量化装置。
【請求項２３】
　前記通知手段は、視覚情報を利用して前記通知にかかる処理を行うものであって且つ、
前記下限値の表示に際し、該下限値と前記充電率がゼロとなる点との関係情報を表示する
ことなく、前記下限値を基準点として表示することを特徴とする請求項５，２０～２２の
いずれか１項に記載の車載２次電池の状態定量化装置。
【請求項２４】
　前記２次電池の充電率の下限値は、前記２次電池の端子電圧が放電時の許容下限電圧を
下回ることなく前記回転機の動力が前記車両の走行のために要求される値を満足するため
のものであることを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の車載２次電池の状態
定量化装置。
【請求項２５】
　前記車両は、車載主機として前記回転機のみを備えるものであり、
　前記２次電池の充電率の下限値は、前記車両が所定の加速性能を満たすための下限値で
あることを特徴とする請求項１～５または２４のいずれか１項に記載の車載２次電池の状
態定量化装置。
【請求項２６】
　前記２次電池の充電率が前記下限値となることで前記車両の走行を制限する制限手段を
備えることを特徴とする請求項１～５または２４のいずれか１項に記載の車載２次電池の
状態定量化装置。
【請求項２７】
　前記車両は、車載主機として前記回転機に加えて内燃機関を備えるものであり、
　前記２次電池の充電率の下限値は、前記車両の駆動力を前記回転機単独で生成すること
で車両の走行性能を保証するための充電率の下限値であることを特徴とする請求項２６記
載の車載２次電池の状態定量化装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車載主機としての回転機と、該回転機に電力を供給する２次電池とを備える
車両に適用され、前記２次電池の状態を定量化する車載２次電池の状態定量化装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　車載主機として回転機と、回転機に電力を供給する２次電池とを備える車両にあっては
、２次電池の充電率を適切に管理することが必要となる。そこで従来、例えば下記特許文
献１に見られるように、予め定められた２次電池の下限電圧に基づき、所定時間放電した
後の２次電池の端子電圧が下限電圧となる最大放電可能電流量を算出し、これと下限電圧
とに基づき、最大放電可能電力を推定するものも提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
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【特許文献１】特開２００７－１４７４８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、近年、例えば車載主機として回転機のみを備える電気自動車や、車載主機と
して内燃機関を備えつつも２次電池を外部の商用電源等によって充電可能なプラグインハ
イブリッド車が実用化されつつある。そして、こうした車両にあっては、車両の走行のた
めに回転機に要求される電力を２次電池によって供給可能であるか否かを把握すべく２次
電池の状態をいかに定量化するかが問題となることが発明者らによって見出されている。
【０００５】
　本発明は、上記課題を解決する過程でなされたものであり、その目的は、車載主機とし
ての回転機と、該回転機に電力を供給する２次電池とを備える車両に適用され、前記２次
電池の状態を定量化する新たな車載２次電池の状態定量化装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　以下、上記課題を解決するための手段、およびその作用効果について記載する。
【０００７】
　請求項１記載の発明は、車載主機としての回転機と、該回転機に電力を供給する２次電
池とを備える車両に適用され、前記２次電池の状態を定量化する車載２次電池の状態定量
化装置において、車両の走行のための電力を前記２次電池によって供給可能な前記２次電
池の充電率の下限値を、前記２次電池の劣化が進行するほど上昇させる上昇手段を備える
ことを特徴とする。
【０００８】
　２次電池の劣化が進行すると、放電電力が同じでも端子電圧が低下する。また、２次電
池の劣化が進行すると、放電エネルギが同じでも充電率の低下量が大きくなる。上記発明
では、この点に鑑み、車両の走行のための電力を２次電池によって供給可能な２次電池の
充電率の下限値を２次電池の劣化が進行するほど上昇させる。このように充電率の下限値
が上昇すると、開放端電圧が上昇するため、放電時の端子電圧の下限値も上昇する。また
、放電によって充電率が落ち込む際のその下限値も上昇する。このため、２次電池の劣化
の進行にかかわらず車両の走行のために要求される電力を供給することができる。しかも
、初めから充電率の下限値を劣化に起因した上昇後の下限値に設定する場合と比較して、
劣化前における２次電池の放電電力量や放電電力を増大させることもできる。
【０００９】
　請求項２記載の発明は、請求項１記載の発明において、前記充電率の下限値は、前記車
両の駆動力を前記回転機単独で生成することで車両の走行性能を保証するための下限値で
あることを特徴とする。
【００１０】
　請求項３記載の発明は、車載主機としての回転機と、該回転機に電力を供給する２次電
池とを備える車両に適用され、前記２次電池の状態を定量化する車載２次電池の状態定量
化装置において、車両の走行のための電力を前記２次電池によって供給可能な前記２次電
池の充電率の下限値を、前記２次電池の温度に応じて可変設定する可変手段を備えること
を特徴とする。
【００１１】
　２次電池の温度が変化すると、２次電池の内部抵抗が変化することなどに起因して、放
電電力が同じでも端子電圧の低下量が変化することとなる。上記発明では、この点に鑑み
、車両の走行のための電力を２次電池によって供給可能な２次電池の充電率の下限値を２
次電池の温度に応じて可変設定する。このため、端子電圧の低下量が大きくなる場合に充
電率の下限値を上昇させることができ、これにより、開放端電圧が上昇するため、放電時
の端子電圧の下限値も上昇する。このため、２次電池の温度にかかわらず車両の走行のた
めに要求される電力を供給することができる。しかも、初めから充電率の下限値を上記低
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下量が最大となると想定される温度に応じて設定する場合と比較して、２次電池の放電電
力量や放電電力を増大させることもできる。
【００１２】
　なお、上記設定手段は、２次電池の温度が低いほど下限値を上昇させる手段であっても
よい。
【００１３】
　請求項４記載の発明は、請求項１～３のいずれか１項に記載の発明において、前記２次
電池の実際の充電率が前記下限値となった場合にその旨を外部に通知する通知手段を備え
ることを特徴とする。
【００１４】
　上記発明では、実際の充電率が上記下限値に達したことをユーザが把握することができ
る。
【００１５】
　請求項５記載の発明は、請求項４記載の発明において、前記通知手段は、前記充電率の
下限値に対する実際の充電率の上回り度合いを外部に通知することを特徴とする。
【００１６】
　上記発明では、上記下限値に対する実際の充電率の余裕度をユーザが把握することがで
きる。
【００１７】
　請求項６記載の発明は、請求項１または２記載の発明において、前記上昇手段は、前記
２次電池の劣化状態に基づき、前記車両の走行のために要求される電力を前記２次電池に
よって供給することが可能な前記２次電池の充電率の下限値を算出する算出手段を備える
ことを特徴とする。
【００１８】
　請求項７記載の発明は、請求項６記載の発明において、前記算出手段は、前記２次電池
の充電率として現在の充電率よりも小さい充電率において前記２次電池を放電させた場合
の前記２次電池の状態をシミュレートすることで前記下限値を算出することを特徴とする
。
【００１９】
　上記発明では、現在の充電率よりも小さい充電率における２次電池の状態をシミュレー
トすることで、２次電池の挙動に問題が生じる以前に、問題が生じる手前の充電率である
上記充電率の下限値を適切に算出することができる。
【００２０】
　請求項８記載の発明は、請求項７記載の発明において、前記算出手段は、前記２次電池
の充電率として複数通りの値のそれぞれについて前記２次電池を放電させた場合の前記２
次電池の状態をシミュレートすることで前記下限値を算出することを特徴とする。
【００２１】
　上記発明では、複数の充電率を想定したシミュレーションを実行することで、２次電池
の挙動に問題が生じる手前の充電率である上記充電率の下限値をいっそう適切に算出する
ことができる。
【００２２】
　請求項９記載の発明は、車載主機としての回転機と、該回転機に電力を供給する２次電
池とを備える車両に適用され、前記２次電池の状態を定量化する車載２次電池の状態定量
化装置において、前記２次電池の劣化状態に基づき、前記２次電池の充電率として現在の
充電率とは相違する充電率を仮設定して前記２次電池を充放電した場合の前記２次電池の
状態をシミュレートすることで、前記車両の走行のために要求される前記２次電池の充電
率の閾値を算出する算出手段を備えることを特徴とする。
【００２３】
　２次電池の劣化が進行すると、放電電力が同じでも端子電圧が低下し、充電電力が同じ
でも端子電圧が上昇する。また、２次電池の劣化が進行すると、放電エネルギが同じでも
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充電率の低下量が大きくなり、また、充電エネルギが同じでも充電率の上昇量が大きくな
る。ここで、上記発明では、現在の劣化状態において２次電池を充放電した場合の２次電
池の状態をシミュレートすることで、車両の走行のための電力を２次電池によって充放電
する際の２次電池の充電率の閾値を算出する。これにより、２次電池の劣化に応じて閾値
を定めることができるため、２次電池の劣化の進行にかかわらず車両の走行のための電力
の授受が可能となる。しかも、初めから充電率の閾値を劣化に応じた閾値に設定する場合
と比較して、劣化前における２次電池の充放電可能量や電力を増大させることもできる。
【００２４】
　請求項１０記載の発明は、請求項９記載の発明において、前記閾値は、車両の走行のた
めの電力を前記２次電池によって供給可能な前記２次電池の充電率の下限値であることを
特徴とする。
【００２５】
　請求項１１記載の発明は、請求項６～８，１０のいずれか１項に記載の発明において、
前記２次電池の放電時の許容下限電圧を設定する設定手段をさらに備え、前記算出手段は
、前記要求される電力を前記２次電池によって供給する際の前記２次電池の端子電圧が前
記許容下限電圧以上となる充電率の最小値を算出することを特徴とする。
【００２６】
　２次電池の劣化が進むと、内部抵抗値が大きくなることなどによって、充電率と放電電
力とを同一とした場合の放電時の端子電圧が低下する傾向がある。このため、許容下限電
圧を設定する場合には、劣化の進行につれて充電率の下限値を上昇させることが特に重要
となる。
【００２７】
　請求項１２記載の発明は、請求項６～８，１０，１１のいずれか１項に記載の発明にお
いて、前記２次電池の内部抵抗値を所定周期で推定する推定手段を備え、前記算出手段は
、前記２次電池の劣化状態を示すパラメータとしての前記２次電池の内部抵抗値を入力と
し、前記要求される電力を前記２次電池によって供給することが可能な前記２次電池の充
電率の下限値を算出することを特徴とする。
【００２８】
　２次電池の劣化が進むと内部抵抗値が大きくなる傾向がある。このため、内部抵抗値は
、２次電池の劣化を定量化するための適切なパラメータである。特に、内部抵抗を用いる
なら、２次電池の放電時の挙動を簡易にシミュレートすることもできる。
【００２９】
　請求項１３記載の発明は、請求項６～８，１０～１２のいずれか１項に記載の発明にお
いて、前記車両は、車載主機として前記回転機のみを備えるものであり、前記要求される
電力とは、前記車両が所定の加速性能を満たすために前記回転機に供給することが要求さ
れる電力であることを特徴とする。
【００３０】
　車両の加速時においては回転機に供給することが要求される電力や電力量が大きくなる
ため、２次電池の端子電圧の低下量や充電率の減少量も大きくなりやすい。このため、加
速性能を用いることで、２次電池の充電率の下限値を適切に設定することができる。
【００３１】
　請求項１４記載の発明は、請求項１３記載の発明において、前記算出手段は、前記２次
電池の現在の温度に基づき前記下限値を算出することを特徴とする。
【００３２】
　２次電池の温度に応じて２次電池の内部抵抗値が変化することなどから、２次電池の温
度に応じて２次電池の放電時の挙動が変化する。このため、加速性能を満たす上での充電
率の下限値は温度に依存することとなる。上記発明では、この点に鑑み、現在の温度を用
いて下限値を算出することで、現在の温度にとって適切な下限値を算出することができる
。
【００３３】
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　請求項１５記載の発明は、請求項６～８，１０～１２のいずれか１項に記載の発明にお
いて、前記車両は、車載主機として前記回転機に加えて内燃機関を備えるものであり、前
記要求される電力とは、前記回転機の動力によって前記内燃機関を起動させるために前記
回転機に供給することが要求される電力であることを特徴とする。
【００３４】
　内燃機関に初期回転を付与する電子制御式の手段が回転機である場合、回転機によって
内燃機関を起動させることができないなら、車両が走行できなくなるおそれがある。上記
発明では、この点に鑑み、回転機によって内燃機関を起動することができる充電率の下限
値を算出する。
【００３５】
　請求項１６記載の発明は、請求項１５記載の発明において、前記算出手段は、前記２次
電池の温度として想定される最低温度に基づき前記下限値を算出することを特徴とする。
【００３６】
　２次電池の温度に応じて２次電池の内部抵抗値が変化することなどから、２次電池の温
度に応じて２次電池の放電時の挙動が変化する。特に、温度が低いほど２次電池の挙動が
問題となりやすい。上記発明では、この点に鑑み、最低温度に基づき充電率の下限値を算
出することで、２次電池の温度にかかわらず回転機によって内燃機関を起動可能な下限値
を算出することができる。
【００３７】
　請求項１７記載の発明は、請求項１５または１６記載の発明において、前記車両の駆動
力を前記回転機単独で生成することで車両の走行性能を保証するための充電率の下限値を
、前記回転機に要求される電力を前記２次電池によって供給することが可能な前記２次電
池の充電率の下限値よりも所定のエネルギ量だけ多い充電率として算出する手段をさらに
備えることを特徴とする。
【００３８】
　請求項１８記載の発明は、請求項１７記載の発明において、前記２次電池の開放端電圧
と充電率との関係を定める関係設定手段と、前記２次電池の所定期間における充放電に伴
う前記２次電池の充放電電荷総量を算出する手段と、前記所定期間における充放電に伴う
前記２次電池の開放端電圧の変化量から前記関係設定手段によって定められる前記関係に
基づき前記充電率の変化量を算出する手段と、前記充電率の変化量と前記充放電電荷総量
とに基づき前記２次電池の満充電電荷量を算出する手段とを備え、前記所定のエネルギ量
だけ多い充電率の算出に際して、前記満充電電荷量の算出値を用いることを特徴とする。
【００３９】
　満充電電荷量は、２次電池の劣化に伴って変化する一方、充電率と開放端電圧との関係
は、２次電池の劣化によってはほとんど変化しない。上記発明では、この点に鑑み、満充
電電荷量を算出することで、所定のエネルギ量だけ多い充電率を高精度に算出することが
できる。
【００４０】
　請求項１９記載の発明は、請求項６～８，１０～１８のいずれか１項に記載の発明にお
いて、前記車両の走行のために要求される電力を前記２次電池によって供給することが可
能な前記２次電池の充電率の下限値は、前記車両の走行のために前記回転機に要求される
電力を規定時間に渡り前記２次電池によって供給することが可能な前記２次電池の充電率
の下限値であることを特徴とする。
【００４１】
　請求項２０記載の発明は、請求項６～８，１０～１９のいずれか１項に記載の発明にお
いて、前記２次電池の実際の充電率が前記要求される電力を前記２次電池によって供給す
ることが可能な前記２次電池の充電率の下限値となった場合にその旨を外部に通知する通
知手段をさらに備えることを特徴とする。
【００４２】
　上記発明では、実際の充電率が上記下限値に達したことをユーザが把握することができ
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る。
【００４３】
　請求項２１記載の発明は、請求項２０記載の発明において、前記通知手段は、前記要求
される電力を前記２次電池によって供給することが可能な前記２次電池の充電率の下限値
に対する実際の充電率の上回り度合いを通知する通知手段を備えることを特徴とする。
【００４４】
　上記発明では、車両の走行のために要求される下限値に対する実際の充電率の余裕度を
ユーザが把握することができる。
【００４５】
　請求項２２記載の発明は、請求項１７記載の発明において、前記車両の駆動力を前記回
転機単独で生成することで車両の走行性能を保証するための充電率の下限値に対する実際
の充電率の上回り度合いを通知する通知手段を備えることを特徴とする。
【００４６】
　上記発明では、車両の駆動力を回転機単独で生成することで車両の走行性能を保証する
ための下限値に対する実際の充電率の余裕度をユーザが把握することができる。
【００４７】
　請求項２３記載の発明は、請求項５，２０～２２のいずれか１項に記載の発明において
、前記通知手段は、視覚情報を利用して前記通知にかかる処理を行うものであって且つ、
前記下限値の表示に際し、該下限値と前記充電率がゼロとなる点との関係情報を表示する
ことなく、前記下限値を基準点として表示することを特徴とする。
【００４８】
　上記発明では、充電率がゼロとなる点と下限値との関係情報を表示しないため、ユーザ
にとって必要な情報に焦点を当てて表示することができる。
【００４９】
　請求項２４記載の発明は、請求項１～５のいずれか１項に記載の発明において、前記２
次電池の充電率の下限値は、前記２次電池の端子電圧が放電時の許容下限電圧を下回るこ
となく前記回転機の動力が前記車両の走行のために要求される値を満足するためのもので
あることを特徴とする。
【００５０】
　２次電池の劣化が進むと、内部抵抗値が大きくなることなどによって、充電率と放電電
力とを同一とした場合の放電時の端子電圧が低下する傾向がある。このため、許容下限電
圧を設定する場合には、劣化の進行につれて充電率の下限値を上昇させることが特に重要
となる。
【００５１】
　請求項２５記載の発明は、請求項１～５または２４のいずれか１項に記載の発明におい
て、前記車両は、車載主機として前記回転機のみを備えるものであり、前記２次電池の充
電率の下限値は、前記車両が所定の加速性能を満たすための下限値であることを特徴とす
る。
【００５２】
　車両の加速時においては回転機に供給することが要求される電力や電力量が大きくなる
ため、２次電池の端子電圧の低下量や充電率の減少量も大きくなりやすい。このため、加
速性能を用いることで、２次電池の充電率の下限値を適切に設定することができる。
【００５３】
　請求項２６記載の発明は、請求項１～５または２４のいずれか１項に記載の発明におい
て、前記２次電池の充電率が前記下限値となることで前記車両の走行を制限する制限手段
を備えることを特徴とする。
【００５４】
　請求項２７記載の発明は、請求項２６記載の発明において、前記車両は、車載主機とし
て前記回転機に加えて内燃機関を備えるものであり、前記２次電池の充電率の下限値は、
前記車両の駆動力を前記回転機単独で生成することで車両の走行性能を保証するための充
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電率の下限値であることを特徴とする。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】第１の実施形態にかかるシステム構成図。
【図２】同実施形態にかかるバッテリ状態の定量化処理に関するブロック図。
【図３】同実施形態にかかる満充電電荷量の算出処理の手順を示す流れ図。
【図４】同実施形態にかかる現在充電率の算出処理の手順を示す流れ図。
【図５】同実施形態にかかる下限充電率の算出処理の手順を示す流れ図。
【図６】同実施形態にかかる閾値充電率の算出処理の手順を示す流れ図。
【図７】同実施形態の効果を示す図。
【図８】同実施形態の効果を示す図。
【図９】同実施形態にかかるバッテリ状態の表示手法を示す図。
【図１０】第２の実施形態にかかるシステム構成図。
【図１１】同実施形態にかかる下限充電率の算出処理の手順を示す流れ図。
【図１２】同実施形態にかかるバッテリ状態の表示手法を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００５６】
＜第１の実施形態＞
　以下、本発明にかかる車載２次電池の状態定量化装置を、プラグインハイブリッド車に
適用した第１の実施形態について、図面を参照しつつ説明する。
【００５７】
　図１に、本実施形態にかかるシステム構成を示す。
【００５８】
　図示されるように、本実施形態にかかるハイブリッド車は、パラレルシリーズハイブリ
ッド車である。すなわち、動力分割装置１０は、遊星歯車機構を備えて構成されており、
内燃機関（エンジン１２）、モータジェネレータ１４、ならびにモータジェネレータ１６
および駆動輪１８の動力を分割する。詳しくは、遊星歯車機構のリングギアＲには、モー
タジェネレータ１６および駆動輪１８が機械的に連結されており、サンギアＳには、モー
タジェネレータ１４が機械的に連結されており、キャリアＣには、モータジェネレータ１
４が機械的に連結されている。
【００５９】
　モータジェネレータ１４は、インバータ２０を介して高電圧バッテリ２４に接続されて
おり、モータジェネレータ１６は、インバータ２２を介して高電圧バッテリ２４に接続さ
れている。ここで、高電圧バッテリ２４は、リチウムイオン２次電池である。また、高電
圧バッテリ２４は、例えば百Ｖ以上の高電圧を有するものである。特に本実施形態では、
高電圧バッテリ２４として、複数の電池セルＣ１～Ｃｎの直列接続体である組電池を想定
している。
【００６０】
　高電圧バッテリ２４は、充電器２６に接続されている。充電器２６には、プラグ２８が
接続可能とされており、これにより、高電圧バッテリ２４は、車両の外部の商用電源等の
電源装置によって充電が可能となっている。
【００６１】
　また、高電圧バッテリ２４の充放電電流量Ｉは、電流センサ３０によって検出され、高
電圧バッテリ２４の電圧は、電圧センサ３２によって検出され、高電圧バッテリ２４の温
度Ｔは、温度センサ３４によって検出される。ここで、高電圧バッテリ２４の電圧は、実
際には、組電池を構成する複数の電池セルＣ１～Ｃｎのうちの１の電池セル毎のセル電圧
Ｖｃが検出される。
【００６２】
　制御装置４０は、充電器２６を操作して高電圧バッテリ２４の状態を制御したり、イン
バータ２０，２２を操作して、モータジェネレータ１４，１６の制御量を制御したりする
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。また、制御装置４０は、上記各種センサの検出値等に基づき、高電圧バッテリ２４の状
態を定量化する処理を行う。本実施形態では、電池セルＣｊ（ｊ＝１～ｎ）の等価回路モ
デルを用いて状態を定量化する。この等価回路モデルとしては、例えば上記特許文献１に
見られるように、起電力を生じる電源および抵抗体の直列接続体とキャパシタとの並列接
続体に抵抗体が直列接続された構成とすればよい。ちなみに、以下の記載における電池セ
ルＣｊの内部抵抗とは、上記並列接続体に直列接続される抵抗体のことである。
【００６３】
　図２に、上記定量化処理に関するブロック図を示す。
【００６４】
　内部抵抗検出部Ｓ１００は、高電圧バッテリ２４の充放電電流量Ｉと、セル電圧Ｖｃと
に基づき、電池セルＣｊの内部抵抗Ｒを算出する。これは、例えば、インバータ２０や充
電器２６を停止した際等において、高電圧バッテリ２４の充放電電流量Ｉの絶対値が漸減
していく際の充放電電流量Ｉとセル電圧Ｖｃとの複数の検出値に基づき、重回帰分析等に
よって求めることができる。こうして検出された最新の内部抵抗Ｒは、高電圧バッテリ２
４の温度Ｔと現在の充電率（満充電電荷量に対する電荷量の百分率：ＳＯＣ）との情報に
関連付けて記憶される。この具体的な記憶手法は、現在のＳＯＣ（現在充電率Ｐｘ）と温
度Ｔとによって分割された領域毎に、内部抵抗Ｒの値を記憶することとしてもよいし、ま
た、温度Ｔおよび現在充電率Ｐｘと内部抵抗Ｒとを関係付ける関係式を、最新の内部抵抗
Ｒの検出結果に基づき補正することで行なってもよい。なお、内部抵抗Ｒは、例えば車両
の走行距離が規定距離となる都度や、所定時間が経過する都度等、所定周期で行なえばよ
い。
【００６５】
　開放端電圧推定部Ｓ２００では、セル電圧Ｖｃと、内部抵抗Ｒと、充放電電流量Ｉとに
基づき、電池セルＣｊの開放端電圧（以下、ＯＣＶ）を算出する。ここでは、セル電圧Ｖ
ｃが、ＯＣＶと、内部抵抗Ｒによる電圧降下ＩＲとの和であることを利用する。ただし、
実際には、高電圧バッテリ２４の出力を変更した際には、過渡的な現象としてセル電圧Ｖ
ｃが分極電圧の影響を受けることを考慮することが望ましい。
【００６６】
　電流積算部Ｓ３００では、都度の充放電電流量Ｉを積算する処理を行う。この処理は、
例えば所定周期で繰り返し実行される。
【００６７】
　満充電電荷量算出部Ｓ４００では、ＯＣＶが変化した際の充放電電流総量に基づき、電
池セルＣｊの満充電電荷量Ａｈ０を算出する。詳しくは、ＳＯＣが第１充電率ＰＡから第
２充電率ＰＢまで変化するまでの高電圧バッテリ２４の充放電電流の時間積分値を、「（
ＰＡ－ＰＢ）％／１００」にて除算することで、満充電電荷量Ａｈ０を算出する。この処
理は、電池セルＣｊの満充電電荷量Ａｈ０が電池セルＣｊの劣化によって変化することに
鑑み、現在の電池セルＣｊの満充電電荷量Ａｈ０を高精度に定量化するためのものである
。ここでは、電池セルＣｊの劣化にかかわらず、ＯＣＶとＳＯＣとの関係がほとんど変化
しないことを利用している。すなわち、この場合、ＯＣＶの変化からＳＯＣの変化「ＰＡ
－ＰＢ」を高精度に算出することができるため、この変化に際しての充放電電流総量に基
づき、満充電電荷量Ａｈ０を高精度に算出することができる。
【００６８】
　図３に、満充電電荷量Ａｈ０の算出処理の手順を示す。この処理は、例えば所定周期で
繰り返し実行される。
【００６９】
　この一連の処理では、まずステップＳ４０２において、Ａｈ０算出フラグＦが「１」で
あるか否かを判断する。ここで、Ａｈ０算出フラグＦが「１」の場合には、満充電電荷量
Ａｈ０の算出処理中であることを示し、Ａｈ０算出フラグＦが「０」の場合には、満充電
電荷量Ａｈ０の算出処理がなされていないことを示す。そしてステップＳ４０２において
否定判断される場合、ステップＳ４０４において、現在充電率Ｐｘが第１充電率ＰＡであ
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るか否かを判断する。この処理は、満充電電荷量Ａｈ０を算出する処理を開始するタイミ
ングであるか否かを判断するためのものである。そしてステップＳ４０４において肯定判
断される場合、ステップＳ４０６において、Ａｈ０算出フラグＦを「１」とする。
【００７０】
　そしてステップＳ４０２において肯定判断される場合や、ステップＳ４０６の処理が完
了する場合、ステップＳ４０８において、Ａｈ０算出フラグＦが「１」となってから現在
までの充放電電流量Ｉの積算値を更新する。ここで積算値は、先の図２の電流積算部Ｓ３
００によって算出されるものである。続くステップＳ４１０では、現在充電率Ｐｘが第２
充電率ＰＢ（＜ＰＡ）であるか否かを判断する。この処理は、満充電電荷量Ａｈ０を算出
する準備が整ったか否かを判断するためのものである。そしてステップＳ４１０において
肯定判断される場合、ステップＳ４１２において、Ａｈ０算出フラグＦを「０」として且
つ、満充電電荷量Ａｈ０を更新する。
【００７１】
　なお、ステップＳ４０４，Ｓ４１０において否定判断される場合や、ステップＳ４１２
の処理が完了する場合には、この一連の処理を一旦終了する。
【００７２】
　先の図２に示す充電率算出部Ｓ５００では、電池セルＣｊの現在のＳＯＣ（現在充電率
Ｐｘ）を算出する。図４に、ＳＯＣの算出処理の手順を示す。この処理は、例えば所定周
期で繰り返し実行される。
【００７３】
　この一連の処理では、まずステップＳ５０２において、先の図２の電流積算部Ｓ３００
による電流の積算値Ｉｎを取得する。ここでの積算値Ｉｎは、この図４に示す一連の処理
の周期当たりの積算値である。続くステップＳ５０４では、前回算出された現在充電率Ｐ
ｘ（ｎ－１）に、ステップＳ５０２によって取得された積算値Ｉｎを「Ａｈ０／１００」
で除算した値を加算することで、今回の現在充電率Ｐｘ（ｎ）を算出する。続くステップ
Ｓ５０６では、開放端電圧推定部Ｓ２００によって推定されたＯＣＶを取得する。そして
、ステップＳ５０８では、ＯＣＶとＳＯＣとの関係に基づき、電池セルＣｊのＳＯＣ（Ｓ
ＯＣｖ）を算出する。ここでは、ＳＯＣとＯＣＶとの関係を定めたマップを用いればよい
。そして、ステップＳ５１０では、現在充電率Ｐｘ（ｎ）が、ＯＣＶに基づき算出された
ＳＯＣｖよりも所定量ΔＳＯＣ以上大きいか否かを判断し、また、ステップＳ５１２では
、現在充電率Ｐｘ（ｎ）が、ＯＣＶに基づき算出されたＳＯＣｖよりも所定量ΔＳＯＣ以
上小さいか否かを判断する。これらの処理は、充放電電流量Ｉの積算値に基づき算出され
たＳＯＣを補正する必要があるか否かを判断するためのものである。すなわち、一般に、
充放電電流量Ｉの積算値に基づき算出されるＳＯＣには誤差が生じやすいことに鑑み、Ｏ
ＣＶに基づき算出されたＳＯＣｖに基づき、その値を評価する。そして、ステップＳ５１
０において肯定判断される場合には、ステップＳ５１４において、現在充電率Ｐｘ（ｎ）
を、規定量ΔＰだけ低減補正し、ステップＳ５１２において肯定判断される場合には、ス
テップＳ５１６において、現在充電率Ｐｘ（ｎ）を、規定量ΔＰだけ増大補正する。
【００７４】
　なお、ステップＳ５１４，Ｓ５１６の処理が完了する場合や、ステップＳ５１２におい
て否定判断される場合には、この一連の処理を一旦終了する。
【００７５】
　先の図２に示す下限充電率算出部Ｓ６００は、高電圧バッテリ２４の温度としてとり得
ると想定される最低温度Ｔｍｉｎにある状況下、モータジェネレータ１４によってエンジ
ン１２を起動させる場合に電池セルＣｊの電圧が下限電圧Ｖｍｉｎとなるときの電池セル
Ｃｊの充電率（下限充電率Ｐ０）を算出する。これは、高電圧バッテリ２４の温度として
とり得ると想定される最低温度Ｔｍｉｎにある状況下、様々なＳＯＣにて規定時間継続し
て放電を行なった場合の電池セルＣｊの端子電圧の変化をシミュレートすることで行うこ
とができる。図５に、この処理の詳細を示す。
【００７６】
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　この一連の処理では、まずステップＳ６０２において、充電率変数Ｐを「１００％」に
設定する。続くステップＳ６０４では、高電圧バッテリ２４の電圧が最低温度Ｔｍｉｎで
ある状況下、高電圧バッテリ２４から規定時間Ｙ１（例えば数秒）に渡って要求される出
力Ｘ１（ｋＷ）を出力する場合の端子電圧の電圧降下量ΔＶ（Ｐ）を推定する。ここで、
電圧降下量ΔＶ（Ｐ）の算出には、内部抵抗検出部Ｓ１００によって検出された最新の内
部抵抗Ｒが用いられる。なお、この際の充放電電流量Ｉについては、充電率変数Ｐに対応
するＯＣＶから電圧降下量ΔＶ（Ｐ）＝ＲＩを減算したものに充放電電流量Ｉと電池セル
の数ｎとを乗算した値が、モータジェネレータ１４によって要求される出力Ｘ１となるよ
うに設定すればよい。すなわち、「Ｘ１＝（ＯＣＶ（Ｐ）－ＲＩ）×Ｉ×ｎ」となるＩを
設定すればよい。ただし、上記規定時間Ｙ１は、エンジン１２を起動するためにモータジ
ェネレータ１４が要求出力を継続することが要求される時間に設定される。このため、上
記シミュレートに際しては、規定時間放電を継続することによるＳＯＣの仮設定値からの
変化や高電圧バッテリ２４の過渡的な挙動等を考慮することが望ましい。なお、上記要求
出力や規定時間は、車両が停止しており、モータジェネレータ１４，１６のみならずエン
ジン１２も停止している状況下、モータジェネレータ１４を駆動することでエンジン１２
に初期回転を付与することでエンジン１２が自立運転可能となるために要求されるもので
ある。
【００７７】
　続くステップＳ６０６では、ＯＣＶ（Ｐ）から電圧降下量ΔＶ（Ｐ）を減算することで
、要求される出力Ｘ１での放電に際しての端子電圧Ｖ（Ｐ）を算出する。続くステップＳ
６０８では、充電率変数Ｐを、規定量ΔＰだけ低減補正する。そして、ステップＳ６１０
では、充電率変数Ｐがゼロよりも小さいか否かを判断する。この処理は、ＳＯＣの全ての
領域において端子電圧の降下に関するシミュレーションが完了したか否かを判断するため
のものである。そしてステップＳ６１０において否定判断される場合には、ステップＳ６
０４に戻る一方、肯定判断される場合には、端子電圧Ｖ（Ｐ）が下限電圧Ｖｍｉｎとなる
際の充電率変数Ｐを、下限充電率Ｐ０に特定する。
【００７８】
　なお、上記ステップＳ６１２の処理が完了する場合には、この一連の処理を一旦終了す
る。
【００７９】
　先の図２に示す閾値充電率算出部Ｓ７００は、車両の駆動力をモータジェネレータ１６
単独で生成する走行モード（ＥＶ走行モード）からエンジン１２の動力をも用いる走行モ
ード（ハイブリッド走行モード）へと切り替えるための充電率の閾値（閾値充電率Ｐｔｈ
）を算出する。これは、下限充電率Ｐ０よりもエネルギ量が所定量Ｚだけ大きくなる充電
率として算出される。ここで、所定量Ｚは、ハイブリッド走行モードに切り替えることで
、下限充電率Ｐ０を下回ることなく車両を良好に走行させることができると想定されるエ
ネルギ量に設定される。図６に、この処理の手順を示す。この処理は、例えば所定周期で
繰り返し実行される。
【００８０】
　この一連の処理では、まずステップＳ７０２において、充電率変数Ｐを下限充電率Ｐ０
に設定する。続くステップＳ７０４では、下限充電率Ｐ０から充電率変数Ｐまでの間のエ
ネルギ量Ｗｈｔｈを算出する。本実施形態では、規定量ΔＰずつ充電率変数Ｐを変化させ
る関係上、前回のエネルギ量Ｗｈｔｈに、充電率変数ＰからＰ＋ΔＰまでの間のエネルギ
量を加算する処理を行う。ここで、充電率変数Ｐが規定量ΔＰだけ変化する間の放電電流
量が「Ａｈ０・ΔＰ／１００」であって且つ、この間のＯＣＶの平均値が「ＯＣＶ（Ｐ）
」であることから、加算されるエネルギ量は、「Ａｈ０・ΔＰ・ＯＣＶ（Ｐ）／１００」
となる。続くステップＳ７０６では、下限充電率Ｐ０から充電率変数Ｐまでのエネルギ量
Ｗｈｔｈが所定量Ｚ以上であるか否かを判断する。そして、ステップＳ７０６において否
定判断される場合には、ステップＳ７０８において、充電率変数Ｐを規定量ΔＰだけ増大
補正する。これに対し、ステップＳ７１０において肯定判断される場合、ステップＳ７１



(14) JP 2012-103131 A 2012.5.31

10

20

30

40

50

０において、そのときの充電率変数Ｐ（より正確には、Ｐ＋ΔＰ）を、閾値充電率Ｐｔｈ
とする。
【００８１】
　先の図２に示すエネルギ量推定部Ｓ８００は、閾値充電率Ｐｔｈから現在充電率Ｐｘま
でのエネルギ余裕量Ｗｈｘを算出する。この処理は、先の図６の処理において、充電率変
数Ｐの初期値を閾値充電率Ｐｔｈとして且つ、充電率変数Ｐが現在充電率Ｐｘよりも規定
量ΔＰだけ小さい値までステップＳ７０４の処理を行うことで算出することができる。
【００８２】
　表示情報算出部Ｓ９００では、現在充電率Ｐｘと、閾値充電率Ｐｔｈと、エネルギ余裕
量Ｗｈｘとに基づき、ユーザに通知する表示情報を算出して出力する。この表示情報は、
閾値充電率Ｐｔｈに対する現在充電率Ｐｘの上回り度合いを示すものである。ここで、表
示対象となる閾値充電率Ｐｔｈや現在充電率Ｐｘとしては、高電圧バッテリ２４を構成す
る電池セルのうち内部抵抗Ｒが最も大きい電池セルに対応するものとしたり、満充電電荷
量Ａｈ０が最も小さい電池セルに対応するものとしたりしてもよい。ただし、実際には、
端子電圧が下限電圧Ｖｍｉｎに最も早期に到達する電池セルが、満充電電荷量Ａｈ０が最
も小さいものや内部抵抗Ｒが最も大きいものとなるとは限らない。このため、各電池セル
の満充電電荷量Ａｈ０と内部抵抗Ｒとに基づき、高電圧バッテリ２４が放電を継続するこ
とでＳＯＣが低下していった際に端子電圧が最も早期に下限電圧Ｖｍｉｎに達すると予測
される電池セルの閾値充電率ＰｔｈやＳＯＣを表示対象とすることが望ましい。
【００８３】
　上記のように、閾値充電率Ｐｔｈを設定することで、ＥＶ走行が可能な距離を極力長く
することができる。すなわち、高電圧バッテリ２４の劣化に伴って内部抵抗が大きくなる
ことから、図７に示すように、放電時の端子電圧は、高電圧バッテリ２４が劣化すること
で低くなる。このため、高電圧バッテリ２４の劣化時には、下限充電率Ｐ０や閾値充電率
Ｐｔｈを大きく設定することが要求される。ただし、高電圧バッテリ２４の劣化前におい
て、高電圧バッテリ２４の劣化を考慮して下限充電率Ｐ０や閾値充電率Ｐｔｈを設定して
しまうなら、高電圧バッテリ２４が劣化する以前には、ＥＶ走行が可能にもかかわらず、
ハイブリッド走行モードに早期に移行してしまうこととなる。これに対し、本実施形態で
は、高電圧バッテリ２４の劣化が進行することで下限充電率Ｐ０や閾値充電率Ｐｔｈを上
昇させるため、ＥＶ走行が可能な距離を極力延ばすことができる。図８（ａ）に本実施形
態における高電圧バッテリ２４のエネルギの使用可能範囲を示し、図８（ｂ）に、比較例
として、高電圧バッテリ２４の劣化前において、高電圧バッテリ２４の劣化を考慮して下
限充電率Ｐ０や閾値充電率Ｐｔｈを設定する場合を示す。なお、図８の棒グラフでは、劣
化後のものの長さが短くなっているが、これは、劣化にともなって満充電時の電気エネル
ギ量が減少することに対応している。
【００８４】
　図９に、本実施形態にかかる閾値充電率Ｐｔｈに対する現在充電率Ｐｘの上回り度合い
を表示する手法を示す。この表示情報は、例えば車両のインストルメントパネルに表示す
ればよい。ここで、図９（ａ）は、高電圧バッテリ２４の劣化前（新品）を示し、図９（
ｂ）は、高電圧バッテリ２４の劣化後を示す。
【００８５】
　図示されるように、本実施形態では、ＳＯＣがゼロとなる点と閾値充電率Ｐｔｈとの関
係を示すことなく、閾値充電率Ｐｔｈを基準点として、これに対する現在充電率Ｐｘの上
回り度合いを１次元の情報（上回り度合いと対応付けられた長さ情報）として表示する。
このようにＳＯＣがゼロとなる点を表示しないのは、ＳＯＣがゼロとなる点がユーザにと
って特に有益な情報ではないからである。これにより、「ＥＶ走行がどれだけ可能か」と
いうユーザにとって真に必要な情報に焦点を当てることができる。
【００８６】
　ここで、図９（ｂ）においては、図９（ａ）におけるよりもＳＯＣが「０～１００％」
となる領域を小さく記載しているが、これは、高電圧バッテリ２４の劣化に伴って満充電
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電荷量Ａｈ０が小さくなるためである。ただし、表示情報としては、閾値充電率Ｐｔｈか
ら高電圧バッテリ２４の満充電となる点（図中、Ｆｕｌｌ）までを、劣化の有無にかかわ
らず同一に設定している。この場合、閾値充電率Ｐｔｈから現在充電率Ｐｘまでの表示上
の距離が同一であっても、高電圧バッテリ２４の劣化の有無に応じてエネルギ量が相違す
ることとなる。そこで本実施形態では、このエネルギ量に関する情報であるエネルギ余裕
量Ｗｈｘを、所定の走行条件における走行可能距離情報として併せ表示するようにしてい
る。ここで、所定の走行条件としては、例えば路面抵抗や路面勾配を所定に想定しつつ一
定速度で走行する条件とすればよい。なお、この際、路面勾配はゼロと想定してもよい。
【００８７】
　以上詳述した本実施形態によれば、以下の効果が得られるようになる。
【００８８】
　（１）ＥＶ走行が可能なＳＯＣの下限値である閾値充電率Ｐｔｈを、高電圧バッテリ２
４の劣化が進行するほど上昇させた。これにより、初めから劣化を想定して閾値充電率Ｐ
ｔｈを設定する場合と比較して、ＥＶ走行が可能な距離を極力延ばすことができる。
【００８９】
　（２）電池セルＣｊのＳＯＣとして複数通りの値のそれぞれについて高電圧バッテリ２
４を放電させた場合の電池セルＣｊの端子電圧をシミュレートすることで下限充電率Ｐ０
を算出した。これにより、電池セルＣｊのＳＯＣが下限充電率Ｐ０や閾値充電率Ｐｔｈに
達する以前に、下限充電率Ｐ０や閾値充電率Ｐｔｈを適切に設定することができる。
【００９０】
　（３）モータジェネレータ１４の動力によってエンジン１２を起動させるためにモータ
ジェネレータ１４に供給することが要求される電力に基づき、下限充電率Ｐ０を設定した
。これにより、エンジン１２の動力を利用して車両を走行させることができる状態を維持
することが可能となる。
【００９１】
　（４）高電圧バッテリ２４の温度として想定される最低温度Ｔｍｉｎに基づき下限充電
率Ｐ０を算出した。これにより、端子電圧が最も低下する条件においても下限電圧Ｖｍｉ
ｎを下回ることなくエンジン１２を起動させることができる。
【００９２】
　（５）下限充電率Ｐ０よりも所定のエネルギ量だけ多い充電率として閾値充電率Ｐｔｈ
を設定した。これにより、ＳＯＣが減少した場合に、エンジン１２の動力を利用して高電
圧バッテリ２４を充電しつつ車両を良好に走行させることが可能な状態でハイブリッド走
行モードに切り替えることができる。
【００９３】
　（６）高電圧バッテリ２４を充放電した際のＳＯＣの変化量と充放電電流総量とに基づ
き満充電電荷量Ａｈ０を算出した。これにより、高電圧バッテリ２４の劣化にかかわらず
、閾値充電率Ｐｔｈを、下限充電率Ｐ０よりも所定のエネルギ量だけ多いＳＯＣとして高
精度に算出することができる。
【００９４】
　（７）閾値充電率Ｐｔｈに対する現在充電率Ｐｘの上回り度合いを外部に表示した。こ
れにより、後どれくらいＥＶ走行を行うことができるかについてユーザが把握することが
できる。
【００９５】
　（８）ＳＯＣがゼロとなる点と閾値充電率Ｐｔｈとの関係を表示することなく、閾値充
電率Ｐｔｈを基準点として現在充電率Ｐｘを表示した。これにより、ユーザにとって必要
な情報に焦点を当てて表示することができる。
＜第２の実施形態＞
　以下、第２の実施形態について、先の第１の実施形態との相違点を中心に図面を参照し
つつ説明する。
【００９６】
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　図１０に、本実施形態にかかるシステム構成を示す。なお、図１０において、先の図１
に示した部材に対応する部材については、便宜上同一の符号を付している。
【００９７】
　本実施形態では、車載主機としてモータジェネレータ１６のみを備える電気自動車に、
状態定量化装置を適用する。
【００９８】
　図１１に、本実施形態にかかる下限充電率Ｐ０の算出処理の手順を示す。なお、図１１
において、図５に示した処理に対応するものについては、便宜上同一のステップ番号を付
している。
【００９９】
　この一連の処理では、ステップＳ６０２の後、ステップＳ６０４ａにおいて、高電圧バ
ッテリ２４の現在の温度Ｔにおいて、規定時間Ｙ２に渡って要求出力Ｘ２（ｋＷ）の電力
を出力した場合の電圧降下量Δ（Ｐ）を算出する。ここで、規定時間Ｙ２に渡って要求出
力Ｘ２（ｋＷ）の電力を出力することは、車両の加速性能を満たすために高電圧バッテリ
２４に要求される電力である。すなわち、要求出力Ｘ２および規定時間Ｙ２は、車両の仕
様上、出しうる最大トルクとその継続時間とによって定まる。
【０１００】
　なお、本実施形態では、閾値充電率Ｐｔｈを算出する処理は行なわず、またエネルギ余
裕量Ｗｈｘは、下限充電率Ｐ０から現在充電率Ｐｘまでのエネルギ量とする。
【０１０１】
　図１２に、本実施形態にかかる表示情報を示す。図示されるように、本実施形態では、
ＳＯＣがゼロとなる点との関係を示すことなく、下限充電率Ｐ０を基準点として現在充電
率Ｐｘの上回り度合いを示す関係情報が１次元的な情報（上回り度合いと対応付けられた
長さ情報）として視覚表示されている。
＜その他の実施形態＞
　なお、上記各実施形態は、以下のように変更して実施してもよい。
【０１０２】
　「算出手段について」
　高電圧バッテリ２４のＳＯＣ（開放端電圧ＯＣＶ）を仮設定しつつ高電圧バッテリ２４
を放電させた場合にシミュレート対象となる高電圧バッテリ２４の状態としては、要求出
力を規定時間に渡って出力した場合の端子電圧に限らない。例えば、端子電圧を規定時間
にわたって下限電圧Ｖｍｉｎとするように放電させた場合の出力であってもよい。この場
合、要求出力となる際のＳＯＣが下限充電率Ｐ０となる。
【０１０３】
　算出手段としては、ＳＯＣ（開放端電圧ＯＣＶ）を複数通りに仮設定しつつ高電圧バッ
テリ２４を放電させた場合の高電圧バッテリ２４の状態をシミュレートするものに限らな
い。例えば、要求出力を規定時間継続することによるＳＯＣ（開放端電圧ＯＣＶ）の変化
や分極による影響を無視することで、下記の２次方程式の解として下限充電率Ｐ０に対応
する開放端電圧Ｖ０を推定してもよい。
【０１０４】
　Ｖ０－ＩＲ＝Ｖｍｉｎ　
　Ｖｍｉｎ・Ｉ＝Ｘ１　　　　　　
　より
　Ｖｍｉｎ・Ｖｍｉｎ－Ｖｍｉｎ・Ｖ０＋Ｒ・Ｘ１＝０
　なお、分極の影響を無視するなら、下限電圧Ｖｍｉｎの設定に際して、高い側に十分な
マージンを設けることが望ましい。
【０１０５】
　高電圧バッテリ２４の劣化状態を示すパラメータとしては、内部抵抗Ｒに限らない。例
えば特開平２００８－４２９６０号公報に記載されているように、高電圧バッテリ２４の
電気化学反応を推定可能なモデルを用いて劣化を定量化してもよい。この場合であっても
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、例えば、要求出力を規定時間継続する際の高電圧バッテリ２４の端子電圧を予測できる
なら、下限充電率Ｐ０を算出することができる。
【０１０６】
　「算出手段の入力パラメータとしての温度Ｔついて」
　上記第１の実施形態においては、最低温度Ｔｍｉｎ（固定値）を用いたが、これに限ら
ない。例えば地域や季節に関する情報に基づき可変設定されるものであってもよい。すな
わち、下限充電率Ｐ０を算出するために用いる温度情報として固定値を用いる場合、想定
される限りの最低温度を用いることが望ましいこととなる一方、この場合、実際にはあり
えない低温を想定するおそれもある。このため、地域や季節に関する情報に基づき想定さ
れる最低温度を可変設定することで、下限充電率Ｐ０をより小さい値とすることが可能と
なる。
【０１０７】
　上記第２の実施形態では、下限充電率Ｐ０を算出するために現在の温度Ｔを用いたがこ
れに限らない。例えば、車両の移動方向や目的地に応じて現在の温度Ｔを補正してもよい
。これは、所定時間（例えば１，２時間）走行後に気温が大きく変化する地域に到着する
場合等において有効である。
【０１０８】
　「算出手段の入力パラメータとしての要求出力について」
　車両の走行のために要求される出力としては、上記各実施形態において例示したものに
限らない。例えばエンジン１２を起動させる専用のスタータであって且つ高電圧バッテリ
２４を電源とするものを備え、これによって要求される出力に設定してもよい。なお、こ
の場合、スタータ起動時に突入電流が流れることで高電圧バッテリ２４の電圧降下が最大
となると考えられることから、出力についての要求を設定しつつもその継続時間について
の設定を削除してもよい。
【０１０９】
　車両の駆動力を回転機単独で生成することで車両の走行性能を保証するための出力とし
ては、上記第２の実施形態において例示したものに限らない。例えば、車両が規定時間に
渡って基準となる路面を定速走行するうえで要求される出力であってもよい。この場合に
は、規定時間内におけるＳＯＣの低下を十分に考慮することが望ましい。もっとも、下限
充電率Ｐ０を端子電圧が下限電圧Ｖｍｉｎ以上となるＳＯＣの最小値に設定する上では、
継続時間の長短にかかわらず出力が大きい方が下限充電率Ｐ０の設定に寄与しやすい。こ
のため、加速性能等、車両の走行性能を保証するうえで車両に要求される出力の最大値に
設定することが望ましい。
【０１１０】
　「上昇手段について」
　上昇手段としては、算出手段を備えるものに限らない。例えば、劣化以前に下限充電率
Ｐ０を予め与えておき、この下限充電率Ｐ０の初期値を、劣化による内部抵抗Ｒの変化に
基づき補正するものであってもよい。この場合、内部抵抗Ｒが増加するほど下限充電率Ｐ
０を増加補正すればよい。もっとも、劣化を示す２次電池のパラメータとしては、内部抵
抗Ｒにも限らない。
【０１１１】
　さらに、劣化を示すパラメータとしては、２次電池をモデル化するものに限らない。例
えば高電圧バッテリ２４の出力の絶対値の時間積分値等であってもよい。また、第２の実
施形態のように、車載主機として単一のモータジェネレータ１６のみを備える場合、モー
タジェネレータ１６の出力の絶対値の時間積分値や、走行距離等であってもよい。ここで
、走行距離を用いる場合、走行距離が長いほど劣化が進んだとして下限充電率Ｐ０を上昇
させればよい。
【０１１２】
　「ＳＯＣの閾値について」
　ＳＯＣの閾値としては、下限値に限らず、上限値であってもよい。すなわち、高電圧バ
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ッテリ２４の充電時には、高電圧バッテリ２４の端子電圧がＯＣＶよりも上昇する。そし
て、端子電圧には、通常、上限電圧Ｖｍａｘが設定されている。このため、上限電圧Ｖｍ
ａｘを上回らないとの条件下、回生運転時にモータジェネレータ１６に要求される制動力
を生成可能なＳＯＣの上限値を設定することも有効である。
【０１１３】
　「通知手段について」
　上記発明では、下限充電率Ｐ０や閾値充電率Ｐｔｈに対する現在充電率Ｐｘの上回り度
合いを表示すべく、１次元的な視覚情報に加えて、走行可能距離情報を併せ表示したが、
これに限らず、エネルギ余裕量Ｗｈｘ自体を併せ表示してもよい。
【０１１４】
　上記実施形態では、下限充電率Ｐ０や閾値充電率Ｐｔｈと満充電電荷量Ａｈ０とを表示
の両境界とし、表示の両境界間のエネルギ量が下限充電率Ｐ０や満充電電荷量Ａｈ０等の
変化に応じて変化してもこれら境界間の距離を固定したが、これに限らない。例えば、上
記両境界を明示しつつ両境界間の表示間隔を、満充電電荷量Ａｈ０の減少や閾値充電率Ｐ
ｔｈや下限充電率Ｐ０の上昇に伴って縮小させてもよい。
【０１１５】
　また、満充電電荷量Ａｈ０となる点を示すことなく、下限充電率Ｐ０や満充電電荷量Ａ
ｈ０の変化にかかわらず、表示単位としての単位エネルギ量を同一としてもよい。
【０１１６】
　また、下限充電率Ｐ０や閾値充電率Ｐｔｈからの実際のＳＯＣの上回り度合いの表示手
法としては、下限充電率Ｐ０や閾値充電率Ｐｔｈと実際のＳＯＣとの乖離度合いを幾何学
的に表現するものに限らない。例えば走行可能距離情報のみを表示するものであってもよ
い。
【０１１７】
　上記第１の実施形態において、下限充電率Ｐ０を併せ表示してもよい。この場合、現在
のＳＯＣが下限充電率Ｐ０と閾値充電率Ｐｔｈとの間のどの辺りにいるかをユーザが把握
可能なため、ＨＶ走行によってエンジン１２の稼動状況等についての理解が得られるメリ
ットがある。
【０１１８】
　上記第２の実施形態において、下限充電率Ｐ０を表示の境界とすることなく、これより
も１メモリ程度小さい充電率まで表示可能としてもよい。
【０１１９】
　さらに、ＳＯＣがゼロとなる点からＳＯＣが１００％となる点までを幾何学的に表示す
るとともに、現在のＳＯＣと、下限充電率Ｐ０や閾値充電率Ｐｔｈとを併せ表示するもの
であってもよい。
【０１２０】
　なお、通知手段としては、視覚情報を利用するものに限らず、例えば聴覚情報を利用す
るものであってもよい。この際、例えば現在のＳＯＣが下限充電率Ｐ０や閾値充電率Ｐｔ
ｈとなった場合にその旨を通知するものであってもよい。
【０１２１】
　「閾値充電率Ｐｔｈの設定について」
　閾値充電率Ｐｔｈの設定としては、上記第１の実施形態において例示したものに限らな
い。例えば、モータジェネレータ１６のみで所定の加速性能を満たすことができるＳＯＣ
の下限値であってもよい。
【０１２２】
　「制限手段について」
　制限手段としては、上記第１の実施形態において例示したように、閾値充電率Ｐｔｈと
なることで、モータジェネレータ１６のみによる走行を禁止するものに限らない。例えば
上記第２の実施形態において、下限充電率Ｐ０となることで、制御装置４０によってトル
ク制限等を行なってもよい。
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【０１２３】
　「状態定量化対象としての２次電池について」
　上記実施形態のように、各電池セルＣ１～Ｃｎのそれぞれ毎に各別に状態を定量化する
ものに限らない。例えば、高電圧バッテリ２４を構成する一部の電池セルであって且つ互
いに隣接する複数の電池セル毎に、各別に状態を定量化してよい。もっとも、高電圧バッ
テリ２４について、内部抵抗等を定量化してもよい。この場合、内部抵抗Ｒ等は平均的な
値となるため、各電池セルＣ１～Ｃｎの端子電圧が下限電圧Ｖｍｉｎを下回らないように
するうえでは、高電圧バッテリ２４の端子電圧の下限値を下限電圧Ｖｍｉｎに電池セル数
ｎを乗算した値よりも大きくなるようにマージンを設けることが望ましい。
【０１２４】
　「ハイブリッド車について」
　ハイブリッド車としては、パラレルシリーズハイブリッド車に限らない。例えばパラレ
ルハイブリッド車であっても、モータジェネレータ１６単独で車両走行が可能であるなら
、上記第１の実施形態と同様の効果を得ることができる。
【０１２５】
　また、外部の電源装置によって高電圧バッテリ２４を充電可能なものに限らない。さら
に、モータジェネレータ１６単独で車両走行が可能であるものにも限らない。例えば、モ
ータジェネレータ１６の回転軸が駆動輪とエンジン１２との間に機械的に連結されるパラ
レルハイブリッド車であって、モータジェネレータ１６がエンジン１２のアシスト手段と
してのみ用いられるものであってもよい。この場合であっても、発進とともにモータジェ
ネレータ１６によってエンジン１２を起動させるものであるなら、エンジン１２を起動さ
せることのできる出力を高電圧バッテリ２４から出力した際の端子電圧が下限電圧Ｖｍｉ
ｎ以上となる下限充電率Ｐ０をＳＯＣの許容下限値としてモータジェネレータ１６の制御
量を制御することは有効である。
【０１２６】
　「そのほか」
　・関係設定手段としては、ＯＣＶとＳＯＣとの関係をマップ化したものに限らず、これ
らの関係を関係式にて表現したものであってもよい。
【０１２７】
　・２次電池としては、リチウムイオン２次電池に限らず、例えばニッケル水素２次電池
等であってもよい。
【０１２８】
　・閾値充電率Ｐｔｈを算出する際に用いる満充電電荷量Ａｈ０としては、上記第１の実
施形態において例示したものに限らず、例えばデフォルト値であってもよい。また、これ
に代えて、２次電池の使用時間や充放電量の絶対値の時間積分値を２次電池の劣化を示す
パラメータとして、劣化が進行するほど満充電電荷量Ａｈ０の初期値を低減補正したもの
としてもよい。
【符号の説明】
【０１２９】
　１２…エンジン、１４，１６…モータジェネレータ、２４…高電圧バッテリ、４０…制
御装置、Ｃ１～Ｃｎ…電池セル。



(20) JP 2012-103131 A 2012.5.31

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(21) JP 2012-103131 A 2012.5.31

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(22) JP 2012-103131 A 2012.5.31

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】



(23) JP 2012-103131 A 2012.5.31

フロントページの続き

(72)発明者  河合　利幸
            愛知県刈谷市昭和町１丁目１番地　株式会社デンソー内
Ｆターム(参考) 2G016 CA03  CB05  CB06  CB11  CB12  CB21  CB22  CB31  CB32  CC04 
　　　　 　　        CC07  CC13  CC23  CC27  CF06  CF07 
　　　　 　　  5H030 AA01  AS08  FF22  FF41  FF44  FF67 
　　　　 　　  5H115 PA14  PG04  PI16  PU24  PU25  PU28  PV09  TI02  TI05  TI06 
　　　　 　　        TI09  UB07 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

